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世田谷区橋梁長寿命化修繕計画 概要版 
令和３年６月 

第１章 計画の概要 

 １．１ 背景 

・橋梁の安全性を確保したうえで、維持管理費の縮減と予算の平準化を図るため、平成２４年３月

に「世田谷区橋梁長寿命化修繕計画」を策定、平成２６年３月に計画を改定。 

・平成２６年７月に国土交通省より、道路法に基づく５年に一度の定期点検が義務化される。 

・国の基準で実施した定期点検が一巡したことにより、管理する橋梁の健全性を把握。 

・維持管理費について、公共工事労務単価の上昇等により、計画と実績が乖離している。 

以上のことから、橋梁を安全かつ適正に維持管理するため、現在の橋梁の健全性を踏まえたうえ

で、維持管理費の抑制等を視野に入れた計画の見直しを行った。 

 １．２ 目的 

本計画は、定期的な点検を実施することにより、管理する橋梁の現状を的確に把握し、計画に反

映させて戦略的に老朽化対策を施していくことで、維持管理費用の縮減と平準化を図りながら、橋

梁の安全性を確保することを目的とする。 

 １．３ 計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 １．４ 計画期間 

 本計画では、計画期間を令和３年度から令和１２年度の１０年間とし、具体的な橋梁点検と修

繕計画を第６章に示す。（策定後５年経過した時点を目途に計画の検証を行う） 

 

第２章 対象橋梁の整理 

 ２．１ 本計画の対象橋梁 

本計画では、区が管理する橋梁のうち、道路橋示方書に基づき架設された橋長２．０ｍ以上の

橋梁１５９橋を対象とする。 

 ２．２ 橋梁諸元 

 

 

 

 

 

 ２．３ 対象橋梁の健全性 

定期点検では、橋単位で道路橋定期点検要領（国土交通省

道路局 平成３１年２月）の判定区分により健全性を診断。 

・健全性の判定区分Ⅱが最も多く、全体の約６０％ 

（９６橋）を占める。 

 ・健全性の判定区分Ⅲは、全体の約１３％（２１橋）    

である。 

 

 

 

 

第３章 基本方針 

３．１ 全体方針 

橋梁の定期点検および健全性の診断により、損傷を早期発見し、予防保全的な計画に基づき補

修を実施することにより、橋梁の安全性を確保したうえで、維持管理費用の縮減と平準化を図る。 

３．２ 維持管理区分 

これまでの計画では、橋梁の特性に応じて４つの維持管理区分に分類し、従来の「対症療法的

な補修及び架替え」から「予防保全的な補修及び計画的な架替え」へ転換した。 

本計画においては、管理する全ての橋梁において、「予防保全型」の管理を行うことにより、供

用期間１００年以上を目標とした橋梁の長寿命化を図り、維持管理費用を縮減する。 

 

計画策定以前 当初計画・前計画 本計画

予防保全型

事後保全型

経過観察型

個別管理型

対症療法的な

補修及び架替え
予防保全型

区分 定義 

Ⅰ 健  全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を

講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき

状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく高

く、緊急に措置を講ずべき状態。 

判定区分 

世田谷区
基本計画

世田谷区
公共施設等

総合管理計画

世田谷区
新実施計画

考え方を発展

具体的な
年次計画を示す

個別計画

世田谷区
建物整備・保全計画

せたがや
道づくりプラン

世田谷区
舗装更新計画

世田谷区橋梁
長寿命化修繕計画

世田谷区
みどりの基本計画

世田谷区立公園等
長寿命化計画

維持管理区分転換の経緯 

橋    種：コンクリート橋が最も多く、全体の７７％（１２２橋）を占める。 

橋    長：５ｍ以上１０ｍ未満の橋梁が最も多く、全体の約４５％（７１橋）を占める。 

幅    員：６ｍ以上１２ｍ未満の橋梁が最も多く、全体の約４９％（７６橋）を占める。 

交差条件：河川と交差する橋梁が最も多く全体の約６８％（１０８橋）を占める。 

架 設 年：１９６０年代に供用された橋梁が最も多く、全体の約３１％（５０橋）を占める。 

ま と め：橋梁諸元や環境条件、交通条件等を踏まえ、各橋梁の特性に合わせた維持管理を行う。 

 

Ⅰ

42橋, 27%

Ⅱ

96橋, 60%

Ⅲ

21橋, 13%

Ⅳ

0橋, 0%
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 ３．３ 優先順位 

限られた予算の中で、全ての橋梁を効果

的・効率的に管理するためには、補修を実

施する橋梁の優先順位を設定して計画を立

てる必要がある。優先順位は、各橋梁が持

つ重要性から評価する重要度と点検結果か

ら評価する健全性を用いて、総合的に評価

することで優先順位グループを設定する。 

 

 

 ３．４ 耐震対策の取組み 

平成７年の兵庫県南部地震発生以後、区では、橋梁の重要度等に応じて落橋防止対策や耐震補

強を実施してきた。今後も、橋梁の技術基準である道路橋示方書に基づき耐震性を確認したうえ

で、長寿命化の補修と並行して、必要に応じて耐震対策を行う。 

 

第４章 橋梁長寿命化修繕計画の効果 

４．１ モデルケースによるコスト縮減効果の検証 

直近の補修及び架替え実績を基に算出した、橋梁面積１００㎡あたりのコスト推移イメージと

年平均コストを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

年平均コストは「本計画」の方が低い結果となったことから、本計画に従って【予防保全型】

の管理を行い橋梁の長寿命化を図ることにより、コスト縮減が見込める。 

４．２ 長期シミュレーションによるコスト縮減効果 

前計画に基づく５０年間の維持管理費用ついて、平成２５年度から令和元年度までの実績を基

に、法令・制度の改正や労務単価の上昇などの変化を踏まえ、再シミュレーションを行った結果、

維持管理費の累計は当初の約９３億円から約２４３億円となり、約１５０億円（約２．６倍）増

加した。 

「本計画」に基づき、全ての橋梁で予防保全型管理を行った場合の５０年間の維持管理費の累

計は約１９３億円となり、「前計画（再シミュレーション）」と比較した場合に約２割のコスト縮

減が見込める。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

維持管理費用の比較（累計・５０年） 

 

５．１ メンテナンスサイクルの構築 

橋梁の維持管理の取り組みを計画的かつ効果的に進めるため、点検、診断、措置、記録のメン

テナンスサイクルを構築し、橋梁が安全かつ適正に維持管理できるよう努める。 

５．２ 計画の検証 

本計画は実効性を保つため、定期点検の結果に加え、メンテナンスサイクルの過程で生じた新

たな課題などを踏まえ、策定後５年経過した時点を目途に、計画の検証を行う。 

５．３ 新技術の活用 

遠隔操作を用いた点検支援技術などの新技術が開発されている。区においても、このような新

技術の活用を検討するとともに、今後５年間に、約１割程度の橋梁で費用の縮減や事業の効率化

等の効果が見込まれる新技術を活用することを目標とする。 

 

第６章 橋梁点検・修繕計画 
 

年度 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

点検 ３９橋 ３３橋 ３橋 ４０橋 ３４橋 ４７橋 ３５橋 ３橋 ４０橋 ３４橋 

修繕 ５橋 ４橋 ６橋 ６橋 ５橋 ５橋 ５橋 ３橋 ５橋 ３橋 
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第５章 計画の実現に向けて 

架替えまでの期間 想定する維持管理方法
年平均コスト

（１００㎡あたり）

前計画 ９０年 架替えまでの間に補修を１回実施する ３．４百万円／年

本計画 １００年以上 架替えまでの間に補修を２回実施する ２．８百万円／年
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